
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 
本年もよろしくお願い申し上げます。 

河原田地区市民センター・まちづくり推進協議会 職員一同 

裏面もご覧下さい 

～ささえ愛のまち 河原田～ 

か わ ら だ 

令和６年１月１０日  NO.１９ 

河原田地区市民センター 

     ３４５－５０２０ FAX ３４６－８０２０  

12 月 1７日（日）に『河原田竹林に親しむ会』のみなさんが、 

河原田地区市民センターを訪れる住民の方々をお迎えするために、 

立派な門松をつくってくださいました。ありがとうございます！ 

 

令和5年度 三世代ふれあい交流 『もちつき大会』 開催 

三世代交流として、河原田地区寿会会員さまのご協力を得て『もちつき大会』を開催いたします。 

多数のご参加をお待ちしております。 

日  時 1 月 27 日（土）９:00～午前中（雨天決行）  場  所 河原田地区市民センター  

内 容 もちつき・豆まき・ビンゴゲーム （お餅の提供は 10：15 まで） 

対象者 小学生  低学年（１、2、3 年）は保護者同伴。 

地区のみなさん おじいちゃん、おばあちゃんもどうぞ。  

申込み 申込用紙を当日、受付へお出しください。（申込用紙は河原田地区市民センターにもご用意してます。） 

    ★受付時、ビンゴカードをお渡ししますので、なくさないようにしてください★ 

主  催 河原田地区社会福祉協議会          問合せ 河原田地区市民センター ☎ 345-5020 

 

 

 

 

 

河原田地区ホームページアドレス http://www5.cty-net.ne.jp/~kawarada/  

市県民税・所得税の申告が始まります ※詳しくは「広報よっかいち」1 月下旬号をご覧下さい 

 ◆河原田地区市民センター（市県民税の申告と、所得税の簡単な確定申告の受付） 

開 設 日：2 月 27 日（火）9：30～14：30  問合せ 市民税課 ☎354-8132 

〇申告会場での混雑緩和について 

可能な限り市民税・県民税申告書は必要書類を添付の上、郵送などで市役所へご提出ください。作成した 

申告書は､郵送か地区市民センター経由で提出することができます。 

◆ユマニテクプラザ 3 階（鵜の森１丁目 4-28） 所得税等の申告はコチラ（四日市税務署の確定申告会場） 

 ※申告会場は、前年までの「じばさん」から変更となっておりますので、ご注意ください。 

開設期間：２月１６日（金）～３月１５日（金）（土曜・日曜・祝日は除きます）9：00～17：00 

                   問合せ 四日市税務署 ☎352-314１ 

〇所得税の確定申告書は税務署へ提出してください 

所得税の確定申告書は、ご自宅などのパソコン・スマホで作成することができます。 

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 

●確定申告会場の混雑緩和のため、入場整理券を活用して会場内へご案内することを予定しています。 

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   納 期 限 は  

              １月３１日(水)で す  
市 民 税 ・ 県 民 税（第４期） 

第４回消費者講座「金融犯罪の手口と対策」を開催します！ 

四日市市では、市民の皆さんに消費をはじめ生活全般に関して役立つ知識をお伝えするため、消費者講 

座を開催しています。 

第４回は、自分は騙されないと思っていても、被害が後を絶たない金融犯罪の様々な手口と被害を防ぐ 

対策について、動画をご覧いただきながら、わかりやすくお話しいただきます。 

日 時 １月１７日（水）１０：00〜1１：30 

場 所 四日市市総合会館７階 第１研修室 

講 師 一般社団法人四日市銀行協会    テーマ 「金融犯罪の手口と対策」 

定 員 ５０名（事前申込不要）      参加料  無料 

 市民・消費生活相談室 ☎ 354-8147 

保育無料券とは、2 人目以降の子どもを出産した後の、保護者の心身の負担を軽減するため、市内の

認可保育園・こども園で実施する一時保育及び市内病児保育室で実施する病児保育を、上の子が 2 回

まで無料で利用できる券のことです。保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があり

ます。 

申 請 方 法 

①または②のいずれかの方法により申請 

①市ホームページ上の「保育無料券 申請フォーム」から申請 

②所定の申請書を郵送または直接、こども未来課(総合会館 3 階)へ提出 

申請書は、こども未来課、各地区市民センターまたは 

市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)にあります。 

また、市ホームページからダウンロードもできます。 

★申請方法・対象者・利用期間・利用方法などの詳しい内容は、市ホームページでご確認下さい★ 

●一時保育の予約・利用方法 

園によって異なるため、各園にお問い合わせください。※利用するには、事前登録が必要です。 

●病児保育の予約・利用方法 

病児保育予約受付システム「あずかるこちゃん」で利用予約を行ってください。 

問合せ 四日市市こども未来課 ☎ 354-8069 

市ホームページ 

はこちらから  

四日市市の情報をお届け！ 四日市市 LINE 公式アカウント 

�生活に役立つ情報やイベント情報を配信中� 

右側の QR コードを読み取って公式アカウントを友達登録！ ▶ ▶ ▶ ▶ 

友達登録後、受信設定を登録して必要な情報を受信しましょう！ 

問合せＩＣＴ戦略課 ☎ 354-8126 


